






















分析用標準核燃料物質の輸送・受入れの流れと責任分担等について 添付資料－２

輸送経路  

契約上の責
任分担

輸送物の確
認

法令に基づ
く規制

仏国
標準試料供給機関

日本
成田空港仏国空港

JNFL敷地
海外陸上輸送 航空輸送 国内陸上輸送

敷地内輸送

標準試料供給機関 海外輸送会社

事業所内運搬

JNFL

輸送容器および
オーバーパック
への封入 記録確認のみ 線量確認のみ輸送委託会社

外観及び線量確認

JNFLが施設搬入前に確認不可
のため成田にて確認する

輸送委託会社（ＪＮＦＬから輸送における全業務を委託）

JNFL
外観及び線量確認

ＩＡＥＡ放射性物質安全輸送規則

ヨーロッパにおける危険物道路
輸送に関する国際協定 炉規法（外運搬規則）航空法

保安規定（再処理規則）

国内輸送会社











事業所外運搬確認チェックシートの変更点について 添付資料－６

Ａ型輸送物（プルトニウム純度標準【金属プルトニウム】）現場確認チェックシート
外運搬規則の技術上の基準 技術上の確認方法 確認のチェック

第五条

Ａ型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げる物とする。

第七号

表面における 大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えないこと。ただし、専用積
載として運搬する核燃料輸送物であつて、核燃料物質等車両運搬規則（昭和五十三
年運輸省令第七十二号）第四条第二項並びに第十九条第三項第一号及び第二号に
規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の主務大臣の
承認を受けたものは、表面における 大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えな
いこと。

表面：≦２ｍＳｖ／ｈ
であることを確認 良　・　否

第八号

表面から一メートル離れた位置における 大線量当量率（コンテナ又はタンクを容器
として使用する核燃料輸送物であつて、専用積載としないで運搬するものについて
は、表面から一メートル離れた位置における 大線量当量率に係数を乗じた線量当
量率）が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。ただし、核燃料輸送物を専用積載
として運搬する場合であつて、安全上支障がない旨の主務大臣の承認を受けたとき
は、この限りではない。

表面から１ｍ：≦100μＳｖ／
ｈ
であることを確認

良　・　否

第一号

第四条第一号から第五号、及び第八号に定める基準の確認

第四条 第八号
表面の放射性物質の密度が主務大臣の定める密度（以下
「表面密度限度」という。）を超えないこと。

α線　 ：＜０．４Ｂｑ／ｃｍ
２

βγ線：＜４．０Ｂｑ／ｃｍ
２

であることを確認
良　・　否

第四条

第一号 容易に、かつ、安全に取扱うことができること。

             TYPE Aの容器を
使用していることを確認（写

真）
良　・　否

第二号
運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、
き裂、破損等の生じるおそれがないこと。

第三号
表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容
易であること。

第四号
材料相互の間及び材料と収納される核燃料物質等との間で
危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこ
と。

第四号
構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範囲において、き裂、破
損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定でき
る場合は、この限りではない。

第五号 周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性物質の漏えいがないこと。

第十号

主務大臣の定めるＡ型輸送物に係る一般の試験条件のおくこととした場合に、次に掲
げる要件に適合すること。

イ 放射性物質の漏えいがないこと。

ロ
表面における 大線量当量率が著しく増加せず、かつ二ミリシーベルト
毎時（第七号ただし書に該当する場合は、十ミリシーベルト毎時）を超え
ないこと。

第二号 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。

第六号

液体状の核燃料物質が収納されている場合には、次に掲げる要件に適合すること。

イ

容器に収納することができる核燃料物質等の量の二倍以上の量の核燃
料物質等を吸収することができる吸収材又は二重んの密封部分からな
る密封装置（容器の構造部品のうち、放射性物質の漏えいを防止するた
めの密封装置が施されているものをいう。以下同じ。）を備えること。ただ
し、法第五十九条第三項の規定により承認を受けた容器（ＢＭ型輸送物
又はＢＵ型輸送物に係るものに限る。）を使用する場合は、この限りでな
い。 核燃料物質等は固体のた

め該当しない。 良　・　否

ロ
核燃料物質等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対
処し得る適切な空間を有していること。

第十一号
主務大臣の定める液体状又は気体状の核燃料物質等（気体状のトリチウム及び希ガ
スを除く。）が収納されているＡ型輸送物に係る追加の試験条件の下に置くこととした
場合に、放射性物質の漏えいがないこと。

第一号 第四条 第五号 弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。 容器に弁は付いていない。 良　・　否

第三号
みだりに開封されないように、かつ、開封されたことが明らかになるように、容易に破ら
れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。

蓋と容器を固定する固定金
具の穴に通された通し輪の
上下の穴にワイヤーが確実
に通り、シーリングが確実に
施されていること。
又は蓋と容器を固定する固
定金具の通し穴にワイヤー
が確実に通り、シーリングが
確実に施されていること。
（写真）

良　・　否

容 器 の 型 式 ：

容 器 番 号 ：

確 認 場 所 ：

確 認 日 時 ： 年　　月　　日　　　　：

確 認 者 ：

容器の使用により確認する項目は全て一まとめにし１度の確認で実施する。

今回の輸送物に該当しない技術上の基準については、適用外である理由を明記し、
確認チェック欄を斜線で確認不要とする。

蓋と容器に施されたシーリングについて、具体的に何を確認するかを記載した。

法令の技術上の基準を、作業の流れにあわせ確認順に並べ替えを行った。

確認方法でエビデンスとして写真が必要なものについては、（写真）を記載した。

従来の確認場所、確認日時及び確認者の他に容器の型式と容器番号を追加

技術上の基準の具体的な確認方法を記載。


